
寒 川 町 財 務 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(歳 入 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ) (公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ) 

第 57条  歳 入 徴 収 権 者 は 、 政 令 第 158条 第

1項 の 規 定 に 基 づ き 歳 入 の 徴 収 又 は 収 納

の 事 務 を 私 人 に 委 託 し よ う と す る と き

は 、 当 該 委 託 を し よ う と す る 歳 入 、 相

手 方 の 住 所 、 氏 名 及 び 当 該 委 託 を 必 要

と す る 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し

た 書 類 に 当 該 委 託 契 約 書 等 を 添 え て 、

町 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 57条  歳 入 徴 収 権 者 は 、 法 第 243条 の 2

第 1項 の 規 定 に よ り 指 定 し よ う と す る と

き は 、 省 令 第 12条 の 2の 12第 3項 の 規 定

に よ り 準 用 す る 同 条 第 1項 の 規 定 に 基 づ

く 申 出 書 に 関 係 書 類 を 添 え て 、 町 長 の

決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

2  収 入 事 務 受 託 者 ＿ ＿ は 、 歳 入 を 徴 収

し 、 又 は ＿ ＿ ＿ ＿ 収 納 し た と き は 、 そ

の 計 算 内 訳 を 明 記 し た 納 付 書 に よ り 直

ち に 指 定 金 融 機 関 等 に 払 い 込 ま な け れ

ば な ら な い 。  

2  指 定 公 金 事 務 取 扱 者 は 、 歳 入 を 徴 収

し 、 又 は 歳 入 等 を 収 納 し た と き は 、 そ

の 計 算 内 訳 を 明 記 し た 納 付 書 に よ り 直

ち に 指 定 金 融 機 関 等 に 払 い 込 ま な け れ

ば な ら な い 。  

3 収 入 事 務 受 託 者 ＿ ＿ は 、 当 該 受 託 に 係

る 事 務 を 執 行 し よ う と す る と き は 、 身

分 を 示 す 証 票 を 携 帯 し 、 関 係 者 の 請 求

が あ る と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば

な ら な い 。  

3 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 は 、 当 該 受 託 に 係

る 事 務 を 執 行 し よ う と す る と き は 、 身

分 を 示 す 証 票 を 携 帯 し 、 関 係 者 の 請 求

が あ る と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば

な ら な い 。  

第 57条 の 2 歳 入 徴 収 権 者 は 、 政 令 第 158

条 の 2第 1項 、 国 民 健 康 保 険 法 (昭 和 33年

法 律 第 192号 )第 80条 の 2、 介 護 保 険 法

(平 成 9年 法 律 第 123号 )第 144条 の 2、 高

齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 (昭 和 57

年 法 律 第 80号 )第 114条 及 び 児 童 福 祉 法

(昭 和 22年 法 律 第 164号 )第 56条 第 4項 の

規 定 に 基 づ き 歳 入 の 徴 収 又 は 収 納 の 事

務 を 私 人 に 委 託 し よ う と す る と き は 、

次 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し て い る 者 に 委

託 し な け れ ば な ら な い 。  

第 57条 の 2 法 第 243条 の 2の 5に 規 定 す る

普 通 地 方 公 共 団 体 が 定 め る も の は 、 次

に 掲 げ る 歳 入 等 と す る 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _ 

(1)  公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 事 務 に 関

し 、 十 分 な 取 扱 い 実 績 を 有 す る こ

と 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ _ 

(1)  地 方 税 (当 該 地 方 税 に 係 る 地 方 税

法 (昭 和 25年 法 律 第 226号 )第 1条 第 1項

第 14号 に 規 定 す る 督 促 手 数 料 、 延 滞

金 、 過 少 申 告 加 算 金 、 不 申 告 加 算

金 、 重 加 算 金 及 び 滞 納 処 分 費 を 含

む 。 ) 

(2) 経 営 基 盤 が 安 定 し て い る こ と 。  (2) 分 担 金 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

(3) 徴 収 し 、 又 は 収 納 し た 歳 入 の 内 訳 (3) 負 担 金 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿



を 正 確 に 記 録 し 、 か つ 、 適 正 に 管 理

す る こ と が で き る こ と 。  

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

(4) 徴 収 し 、 又 は 収 納 し た 歳 入 を 指 定

し た 日 ま で に 遅 滞 な く 指 定 金 融 機 関

に 納 付 す る こ と が で き る こ と 。  

(4) 不 動 産 売 払 代 金 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

(5) 個 人 情 報 の 保 護 に 関 し 、 十 分 な 管

理 体 制 を 有 す る こ と 。  

(5) 過 料 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

(6) 徴 収 又 は 収 納 に 係 る 情 報 を 電 子 計

算 機 に よ り 処 理 し 、 そ の 電 磁 的 記 録

(電 子 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知

覚 に よ つ て は 認 識 で き な い 方 式 で 作

ら れ た 記 録 を い う 。 )を 管 理 し 、 提 供

す る こ と が で き る 体 制 を 有 す る こ

と 。  

(6) 損 害 賠 償 金 (第 8号 に 掲 げ る 遅 延 損

害 金 を 除 く 。 )＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ _ 

(加 え る ) (7) 不 当 利 得 に よ る 返 還 金  

(加 え る ) (8)  第 2号 、 第 3号 及 び 第 5号 に 掲 げ る

歳 入 に 係 る 延 滞 金 並 び に 第 3号 、 第 4

号 及 び 前 2号 に 掲 げ る 歳 入 に 係 る 遅 延

損 害 金  

(加 え る ) (9)  政 令 173条 の 2第 1項 各 号 に 規 定 す

る 歳 入  

(加 え る ) (10)  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 町

長 が 収 納 に 関 す る 事 務 を 委 託 す る 必

要 が あ る と 認 め る 歳 入 等  

2 前 条 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 は 、 前 項 の

規 定 に よ り そ の 事 務 を 委 託 す る 場 合 に

つ い て 準 用 す る 。  

(削 る ) 

(指 定 納 付 受 託 者 ) (指 定 納 付 受 託 者 ) 

第 57条 の 3 町 長 は 、 政 令 第 157条 の 2各 号

に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 者

を 指 定 納 付 受 託 者 に 指 定 す る こ と が で

き る 。  

第 57条 の 3 町 長 は 、 政 令 第 158条 各 号 ＿ _

に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 者

を 指 定 納 付 受 託 者 に 指 定 す る こ と が で

き る 。  

2～ 4 (略 ) 2～ 4 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(償 還 金 の 支 出 ) (償 還 金 の 支 出 ) 

第 78条  会 計 管 理 者 は 、 政 令 第 165条 の 5

の 規 定 に よ る 請 求 を 受 け た 場 合 で 、 小

切 手 の 所 持 人 が 亡 失 に よ り 当 該 小 切 手

を 提 出 で き な い と き は 、 当 該 小 切 手 の

除 権 判 決 の 正 本 を 提 出 さ せ た 後 に 償 還

の 手 続 を 行 う も の と す る 。  

第 78条  会 計 管 理 者 は 、 政 令 第 165条 の 4

の 規 定 に よ る 請 求 を 受 け た 場 合 で 、 小

切 手 の 所 持 人 が 亡 失 に よ り 当 該 小 切 手

を 提 出 で き な い と き は 、 当 該 小 切 手 の

除 権 判 決 の 正 本 を 提 出 さ せ た 後 に 償 還

の 手 続 を 行 う も の と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  



(返 納 手 続 ) (返 納 手 続 ) 

第 88条  支 出 命 令 者 は 、 歳 出 の 誤 払 い 若

し く は 過 渡 し 、 前 金 払 を し 、 又 は 私 人

に 支 出 の 事 務 ＿ ＿ ＿ を 委 託 し た 場 合 の

精 算 残 金 を 返 納 さ せ る と き は 、 戻 入 命

令 書 を 作 成 し 、 会 計 管 理 者 に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。  

第 88条  支 出 命 令 者 は 、 歳 出 の 誤 払 い 若

し く は 過 渡 し 、 前 金 払 を し 、 又 は 歳 出

の 支 出 に 関 す る 事 務 を 委 託 し た 場 合 の

精 算 残 金 を 返 納 さ せ る と き は 、 戻 入 命

令 書 を 作 成 し 、 会 計 管 理 者 に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。  

2・ 3 (略 ) 2・ 3 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(支 出 事 務 ＿ の 委 託 ) (公 金 の 支 出 の 委 託 ) 

第 91 条  第 57 条 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ の 規 定

は 、 政 令 第 165条 の 3第 1項 の 規 定 に 基 づ

き 私 人 に 支 出 の 事 務 ＿ ＿ ＿ を 委 託 し よ

う と す る 場 合 に 、 こ れ を 準 用 す る 。 た

だ し 、 同 条 中 「 歳 入 徴 収 権 者 」 と あ る

の は 「 支 出 命 令 者 」 と 読 み 替 え る も の

と す る 。  

第 91 条  第 57 条 第 1 項 及 び 第 3項 の 規 定

は 、 法 第 243条 の 2第 1項 ＿ の 規 定 に 基 づ

き 歳 出 の 支 出 に 関 す る 事 務 を 委 託 し よ

う と す る 場 合 に 、 こ れ を 準 用 す る 。 た

だ し 、 同 条 中 「 歳 入 徴 収 権 者 」 と あ る

の は 「 支 出 命 令 者 」 と 読 み 替 え る も の

と す る 。  

(加 え る ) 第 91条 の 2 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 は 、 法 第

243条 の 2の 6第 3項 の 規 定 に 基 づ き 会 計

管 理 者 へ 報 告 す る と き は 、 そ の 支 出 の

結 果 を 明 示 す る 書 類 を 添 え て 速 や か に

行 わ な け れ ば な ら な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(職 員 の 指 定 ) (職 員 の 指 定 ) 

第 125条  法 第 243条 の 2第 1項 後 段 ＿ _の 規

定 に よ り 賠 償 の 責 を 負 う 職 員 の 範 囲

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

第 125条  法 第 243条 の 2の 8第 1項 後 段 の 規

定 に よ り 賠 償 の 責 を 負 う 職 員 の 範 囲

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

(1)～ (5) (略 ) (1)～ (5) (略 ) 

(事 故 報 告 ) (事 故 報 告 ) 

第 126条  法 第 243条 の 2第 1項 前 段 ＿ _に 規

定 す る 亡 失 又 は 損 傷 し た 職 員 は 、 直 ち

に そ の 旨 を 上 司 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。  

第 126条  法 第 243条 の 2の 8第 1項 前 段 に 規

定 す る 亡 失 又 は 損 傷 し た 職 員 は 、 直 ち

に そ の 旨 を 上 司 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。  

2 部 長 又 は 主 管 の 長 は 、 法 第 243条 の 2第

1項 後 段 ＿ _の 規 定 に 該 当 す る 事 実 が 認

め ら れ る と き は 、 直 ち に そ の 事 実 を 詳

細 に 記 載 し た 報 告 書 を 作 成 し 、 会 計 管

理 者 を 経 て 、 町 長 に 報 告 し な け れ ば な

ら な い 。  

2 部 長 又 は 主 管 の 長 は 、 法 第 243条 の 2の

8第 1項 後 段 の 規 定 に 該 当 す る 事 実 が 認

め ら れ る と き は 、 直 ち に そ の 事 実 を 詳

細 に 記 載 し た 報 告 書 を 作 成 し 、 会 計 管

理 者 を 経 て 、 町 長 に 報 告 し な け れ ば な

ら な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

    附  則  

 (施 行 期 日 ) 



  1  こ の 規 則 は 、 令 和 6年 4月 1日 か ら 施 行

す る 。  

  (経 過 措 置 ) 

 2  改 正 後 の 寒 川 町 財 務 規 則 第 57条 第 1項

及 び 第 2項 並 び に 第 91条 (第 57条 第 4項 の

規 定 を 準 用 す る 規 定 を 除 く 。 )の 規 定

は 、 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

(令 和 5年 法 律 第 19号 )附 則 第 2条 第 2項 の

規 定 に よ り 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 を 指 定

し よ う と す る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。  

 


